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１）総合振興計画（マスタープラン）の役割と目的 
   

  持続可能なまちづくりを行ため、めざすべきまちの将来像 

 （基本構想）を掲げ、その実現方針（基本計画）を示します。 

  また、総合振興計画は市の個別計画や指針の基本 

  となり、市の最上位に位置づけられる計画です。 
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２）総合振興計画の将来像の変遷(へんせん) 
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３）総合振興計画の構成・期間 

 総合振興計画は『基本構想』・『基本計画』で構成されます。 

 【基本構想】                 

  10年後の古賀市がめざすべき将来像を描き、今後10年間のまちづくりの方   

   向性を示します。 

  期間：10年間【平成24年度～平成33年度】  

 【基本計画】 

  基本構想で掲げた将来像実現のため基本構想で掲げた10年間を前期・後期 

   に分け、特に力を入れる取組や各政策実現のための主な施策を示します。 

  期間：前期５年間【平成24年度～平成28年度】 

     後期５年間【平成29年度～平成33年度】 
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４）基本構想について 平成24年度～平成33年度 

体系図 
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○都市イメージ 

 

 

○目標人口                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

つながり にぎわう 快適安心都市 こが 
～豊かな自然と元気な笑顔に出会うまち～ 

○土地利用の方針 
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５）前期基本計画について 平成24年度～平成28年度 

基
本
構
想 
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政策別基本計画 

重点プロジェクト 

前期基本計画 平成24年～平成28年 ５年間 



○重点プロジェクト 
 前期基本計画期間における特に力を入れる戦略的かつ横断的 

 な取組を『重点プロジェクト』と位置づけて積極的に推進し 

 ます。 

 【５プロジェクト２８施策】 

  

 

 

○政策別基本計画 
 基本構想で掲げる基本目標達成のために取り組む施策を政策  

 別に示したものです。 

 【７基本目標 ２９政策 ９１施策】 
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６）自治基本条例について 【総合振興計画】 

  

 

○基本構想にて 

【基本目標】 

【政策】 

○前期基本計画に
て 

政策別基本計画を
策定 



政策別基本計画（前期基本計画抜粋） 
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政策７－３ 

共働のまちづくりの推進 

１．市民参画の推進 
(１)住民自治を推進するため、「古賀  

  市自治基本条例（仮称）」の制定    

  に向けて取り組みます。 

施策実現に向けた 

担当課での事務事業の実施 


